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林
業
政
策
・
予
算
に
関
す
る
意
見
書

森
林
は
、
水
源
の
涵
養
、
国
土
の
保
全
な
ど
の
国
民
生
活
に
欠
か
せ
な
い
多
く
の
公
益
的
機
能
を
有
し
て

お
り
、
こ
れ
ら
は
森
林
を
適
正
に
保
全
・
管
理
す
る
こ
と
で
健
全
に
発
揮
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

二
酸
化
炭
素
を
吸
収
・
貯
蔵
す
る
機
能
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
が
、
先
般
公
表
さ
れ
た
Ｃ
Ｏ
Ｐ
２
１
に
向
け

た
政
府
の
「
約
束
草
案
」
で
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
削
減
目
標
の
う
ち
、
二
％
を
森
林
吸
収
に
よ
り
確
保
す

る
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
目
標
達
成
の
た
め
に
は
、
森
林
が
適
正
に
保
全
・
管
理
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

適
正
な
森
林
整
備
に
必
要
な
予
算
は
、
こ
れ
ま
で
補
正
予
算
の
充
当
で
か
ろ
う
じ
て
確
保
さ
れ
て
き
た

が
、
平
成
二
十
七
年
度
は
平
成
二
十
六
年
度
補
正
予
算
に
お
け
る
公
共
事
業
予
算
の
圧
縮
に
よ
り
、
極
め
て

厳
し
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
状
況
が
続
け
ば
、
森
林
の
公
益
的
機
能
の
低
下
が
懸
念
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
林
業
に
大
き
く
依

存
す
る
山
村
地
域
は
ま
す
ま
す
疲
弊
し
、
国
が
進
め
る
「
地
方
創
生
」
の
流
れ
に
も
逆
行
す
る
こ
と
と
な

る
。よ

っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
将
来
に
わ
た
っ
て
森
林
が
適
正
に
保
全
・
管
理
さ
れ
る
た
め

に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

一

平
成
二
十
七
年
度
補
正
予
算
の
実
現

再
造
林
、
下
刈
な
ど
森
林
の
循
環
利
用
を
支
え
る
施
業
の
着
実
な
実
行
の
た
め
の
財
源
を
補
正
予
算
な

ど
で
確
保
す
る
こ
と
。

二

平
成
二
十
八
年
度
以
降
の
森
林
整
備
予
算
の
確
保

森
林
整
備
の
着
実
な
実
施
と
森
林
吸
収
量
の
確
保
に
向
け
、
「
地
球
温
暖
化
対
策
の
た
め
の
税
」
の
使

途
の
森
林
吸
収
源
対
策
へ
の
拡
大
や
、
森
林
整
備
等
に
要
す
る
費
用
を
国
民
全
体
で
負
担
す
る
新
た
な
税

制
の
創
設
な
ど
、
安
定
的
な
財
源
の
確
保
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
の
間
に
お
い
て
も
所
要
の
方

策
を
講
じ
る
こ
と
。

三

地
域
の
実
情
に
配
慮
し
た
助
成
制
度
の
構
築

搬
出
を
主
体
と
し
た
間
伐
や
、
確
実
な
再
造
林
・
保
育
な
ど
の
森
林
整
備
の
推
進
に
支
障
を
き
た
さ
な

い
よ
う
、
搬
出
間
伐
の
対
象
材
積
、
獣
害
防
止
ネ
ッ
ト
や
地
拵
え
の
経
費
の
助
成
な
ど
は
、
地
域
の
実
情

に
配
慮
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
六
日
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